
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、長野県より対象事業者に協力金の給付がなさ

れることとなりました。下記のとおりご案内します。 

 報道機関各位  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

                      

                      

 

 

 

 

  

 

 

目的 

長野県より他県からお客様を呼び込む施設や、感染リスクが非常に高く、クラスタ

ーの発生のおそれのある施設を対象として「休業」や「営業時間短縮」等の要請が

なされました。今回、長野県の要請に応じた事業者等を対象に 30 万円の協力金の

支給を行います。 

 

申請方法・給付内容について 

  別添資料 参照 

箕輪町役場 商工観光推進室 プレスリリース 

令和 2年４月 30 日 発信 

 

長野県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等特別

支援事業について 

 

箕輪町 

添付資料 有 無 

箕輪町 商工観光推進室 商工係 
(室長) 小林 剛史 (担当) 小野 文久 
電 話：０２６５－９６－８３００ 
ＦＡＸ：０２６５－９６－８３０１ 
E-mail : sangyou@town.minowa.lg.jp 



長野県・市町村連携新型コロナウイルス拡大防止協力企業等  

特別支援事業について  

 

 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言の発令に伴い長野県から一

定の業種を対象として、「休業」や「営業時間短縮」等の要請がなされました。  

 今回、長野県の要請に応じた事業者等を対象とした 30 万円の協力金等の申請と

給付について、下記のとおりご案内します。  

 

１  募集要項（申請受付要項）・必要書類  

  長野県ホームページからダウンロード  

  

https://www.pref.nagano.lg.jp/sansei/sangyo/shokogyo/covid19kyoryoku.html  

 

  インターネット環境がない方は、箕輪町役場  商工観光推進室  商工係 (産業

支援センターみのわ内 )または箕輪町役場  商工観光推進室  観光係にて配布

します。  

 

２  申請受付期間  

  令和２年５月７日（木）～５月 22 日（金）まで（※当日消印有効）  

   

３  申請方法  

  支給を希望される方は、県ホームページから募集要項（申請受付要項）ファイ    

ルをダウンロードし、申請書に記入の上、必要書類を添えて下記申請窓口（県専  

用窓口）に郵送で提出  

  （持参、ＦＡＸ及びメール等での申請は不可）  

 

 〒 380-8570 

  長野市大字南長野字幅下 692 の 2 

  長野県庁「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当  

 

４  問合せ先  

  ①長野県庁「新型コロナウイルス拡大防止協力金等」受付担当   

   電話番号： 4 月 30 日から 5 月 6 日まで  026-235-7945 

        5 月 7 日以降             026-235-7382  

②長野県上伊那地域振興局  

 電話番号： 4 月 30 日から 5 月 22 日まで  0265-78-2111(代表 ) 

 

  受付時間：午前 9 時～午後 5 時（土、日、祝日も開設しています。）   

 

５  その他  

  外国語の対応が必要な方への対応については、庁内に対応可能な職員がいな   

い場合には、①長野県多文化共生相談センター 026-219-3068 / 080-4454-1899

（平日 AM10 時～  PM6 時 (5/7 休み )）または  ②  092-687-7890 へお電話をお願い   

します。  


